
 

平成２９年度 第２回 

青森県原子力施設環境放射線等監視評価会議評価委員会 

 

 

 

議  事  録 

 

 

１ 開催日時 平成２９年７月２７日（木） １３：３０～１５：３０ 

 

２ 開催場所 アラスカ 地下１階 サファイア 

 

３．議事 

(１)原子力施設環境放射線調査結果について 

(平成２８年度第４四半期及び平成２８年度) 

(２)東通原子力発電所温排水影響調査結果について 

(平成２８年度第４四半期及び平成２８年度)  

 

４．報告事項 

 環境放射線調査報告書の構成の見直しについて 

 

５．その他 

(１)原子燃料サイクル事業の現在の状況について 

(２)東通原子力発電所の現在の状況について 

(３)リサイクル燃料備蓄センターの現在の状況について 
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発言者等 発  言  内  容  等 

司  会 

(原子力センター 

松尾次長) 

 

 皆様、ただ今、会議開催予定の時刻となりました。 

 まだ、委員の先生、２名ほどいらしていない方がおりますが、お一人

につきましては、事前に少し遅れるという御連絡をいただいておりま

す。 

時間となりましたので、ただ今から「平成２９年度第２回青森県原子

力施設環境放射線等監視評価会議評価委員会」を開催いたします。 

 開会にあたりまして、危機管理局長の工藤から御挨拶申し上げます。

 

工藤危機管理局長 

 

こんにちは。 

 危機管理局長の工藤でございます。 

 本日、委員の皆様方には、大変御多忙のところ御出席を賜りまして、

誠にありがとうございます。 

 この評価委員会におきましては、四半期ごとに県内原子力施設に関わ

る環境放射線の調査結果等を御報告申し上げ、評価をいただいていると

ころでございます。 

 本日の会議におきましては、平成２８年度第４四半期及び平成２８年

度１年間の環境放射線等の調査結果について御審議をいただきたいと

考えておりますので、何卒、忌憚のない御意見を賜りますようよろしく

お願いを申し上げます。 

 さて、県内の主要な原子力施設に係る国による新基準に関する適合性

審査につきましては、報道等で御承知のこととは思いますが、一部の施

設におきまして、適合という判断がされたものの、残りの施設におきま

しては、現在も引き続き進められているところでございます。 

 県といたしましては、原子力施設については、何よりも安全の確保が

第一であると考えておりまして、国の原子力規制委員会において、新規

制基準への適合性を確認されることが県民の安全・安心を守る上で重要

なものと認識をいたしております。 

 今後もその推移を注視して参りたいと考えております。 

 もちろん、環境放射線の監視なども原子力安全対策を図る上で欠かせ

ない対応でございます。その充実に引き続き努めて参りますので、委員

の皆様方には、一層の御指導を賜りますようお願い申し上げ、簡単では

ございますが挨拶とさせていただきます。 

本日は、どうかよろしくお願いを申し上げます。 

 

司  会 

 

それでは、本日は、委員の委嘱後、初めての評価委員会でございます

ので、監視評価会議設置要綱第５条第４項の規定に従い、議長及び副議

長２名の選任を行いたいと存じます。 



2 

 選任にあたり、仮議長を慣例により、監視評価会議副会長であります

大桃委員にお願いしたいと思います。 

 大桃委員、よろしくお願いいたします。 

大桃委員 分かりました。 

司  会 

 

それでは、大桃委員につきましては、議長席へ移動をお願いいたしま

す。 

大桃委員 それでは、暫くの間、仮議長を務めさせていただきます。 

要綱では、議長は互選で選任するということになっておりますが、そ

のとおり互選という形で議長を選ばせていただきたいと思いますが、そ

ういう方法でよろしゅうございましょうか。 

各委員 

 

異議なし。 

大桃委員 それでは、その方法によって議長を互選で選ぶということにさせてい

ただきたいと思います。 

どなたか、御推薦をお願いできませんでしょうか。 

滝澤委員、お願いいたします。 

滝澤委員 滝澤でございますが、監視評価会議の副会長であります大桃委員を議

長に御推薦申し上げたいと思います。 

大桃委員 ただ今、私に御推薦をいただきましたけれども、御異議ございません

でしょうか。 

各委員 

 

異議なし。 

大桃委員 よろしゅうございますか。 

 それでは、御推薦をいただきましたので、謹んでお受けいたします。

 どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 続きまして、副議長を２名、選任していただくということになってお

ります。これも互選ということになっておりますが、どなたか御推薦を

お願いできませんでしょうか。 

床次さん、どうぞよろしくお願いします。 

床次委員 片桐裕実委員と松鶴委員を御推薦申し上げます。 

大桃議長 

 

ありがとうございました。 

 ただ今、片桐裕実委員と松鶴委員の御推薦をいただきましたけれど

も、どなたか御異議ございませんでしょうか。よろしゅうございますか。

 ありがとうございます。 

それでは、片桐裕実委員、いかがでしょうか。 
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片桐(裕)委員 片桐でございます。 

 謹んでお受けさせていただきます。どうかよろしくお願いいたしま

す。 

大桃議長 

 

松鶴委員、いかがでしょうか。 

松鶴委員 松鶴でございます。 

謹んでお引き受けさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

大桃議長 

 

ありがとうございます。 

 それでは、片桐裕実委員と松鶴委員に副議長をお願いすることといた

します。 

 副議長共々、どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、会議の前に事務局から資料の確認をお願いいたします。 

司  会 

 

 それでは、会議の前に資料を確認させていただきます。 

 お手元にあります資料の上から、会議次第、席図、出席者名簿、それ

から、資料１から６、参考資料１から３。以上、次第にあるとおりです。

 不足の資料がございましたらお申し出ください。 

 不足の資料、ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

 なお、御発言の際はマイクをお持ちいたしますので、マイクの使用を

お願いいたします。 

 それでは、以後は大桃議長に議事の進行をお願いいたします。 

 

大桃議長 

 

分かりました。 

それでは、議事に入る前に前回の会議の状況について、事務局から説

明をお願いいたします。 

 

原子力センター 

澤田安全監視課長 

 

原子力センターの澤田です。 

 それでは、お手元の資料１をお願いいたします。 

 平成２９年度第１回青森県原子力施設環境放射線等監視評価会議合

同会議の概要です。 

 本日、お集まりの皆様にも御出席いただいた会議ですけれども、改め

てこの場で御説明いたします。 

 去る５月２２日に青森市におきまして、委員５７名の参加のもと行わ

れました。 

 真ん中の中段、５の概要です。 

 （１）議事 

 原子力施設環境放射線調査結果です。 

 （ア）原子燃料サイクル施設について 

 原子燃料サイクル施設に係る平成２８年度第３四半期の環境放射線
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等調査結果は、これまでと同じ水準であった。原子燃料サイクル施設か

らの影響は認められなかった。 

 （イ）東通原子力発電所について 

 東通原子力発電所に係る平成２８年度第３四半期の環境放射線調査

結果は、これまでと同じ水準であった。東通原子力発電所からの影響は

認められなかった。 

 （ウ）リサイクル燃料備蓄センターについて 

 リサイクル燃料備蓄センターに係る平成２８年度第３四半期の環境

放射線調査結果は、これまでと同じ水準であった、と確認されました。

 なお、委員からキャベツの炭素１４放射能濃度が平常の変動幅を上回

ったことについて質問があり、県からキャベツの水分量がこれまでと比

較し明らかに低く、生重量あたりの放射能濃度が高くなったと考えられ

る。 

 また、比放射能は平常の変動幅の範囲内であり、施設からの影響はな

いと判断される。との回答がありました。 

 裏面になります。 

 また、委員から、空間放射線量率が過去の測定値を上回ったことにつ

いて質問があり、県から、ビスマス２１４等が検出されたが、人工放射

性核種は検出されなかった。 

 また、同時間帯に複数の地点で空間放射線量率の上昇が見られた。と

の回答がありました。 

 続きまして、イ、東通原子力発電所温排水影響調査結果についてです。

 県から説明があり、今後も引き続き調査を継続し、データの収集に努

めていくこととしました。 

 最後に（２）その他です。 

 アからウまで各施設の現状について説明がありました。こちらについ

ては、本日、改めて最新の状況を各事業者から説明をさせていただく予

定ですので、よろしくお願いいたします。 

以上です。 

 

大桃議長 

 

 ありがとうございました。 

 ただ今の報告につきまして、御質問等ございますでしょうか。 

 特にないようでございますので、それでは本日の議題である環境放射

線等の調査結果について、事務局及び事業者から説明をお願いいたしま

す。 

 まず、原子力センターの方からお願いします。 

 

原子力センター 

竹ケ原所長 

 

青森県原子力センター所長の竹ケ原です。よろしくお願いいたしま

す。 

 今回の議事は、平成２８年度第４四半期及び平成２８年度の調査結果
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を案件としてございます。資料２及び資料３を持ちまして、事務局から

調査結果についてご説明をし、引き続き事業者からそれぞれの施設の操

業、運転状況についてご説明いたします。 

 まず、資料２の第４四半期報をお願いいたします。 

 まず、目次の後の１ページをお願いします。表紙からいくと４枚めく

っていただきます。 

 １ページ目でございます。 

 原子燃料サイクル施設についてとりまとめをしています。 

 １枚めくっていただきまして３ページをお願いいたします。 

 まず、調査概要でございます。 

 実施者は、青森県原子力センター及び日本原燃株式会社。 

 期間は、平成２９年１月から３月までの平成２８年度第４四半期で

す。 

 内容、測定方法については記載のとおりでございます。 

 また、１つめくっていただきまして、４ページと５ページには、空間

放射線や環境試料中の放射能及びフッ素の調査地点数及び検体数をそ

れぞれ表にまとめてございます。 

 １枚めくっていただきまして、６ページをお願いいたします。 

 調査結果でございます。 

 調査結果といたしまして、平成２８年度第４四半期における環境放射

線等の調査結果は、これまでと同じ水準であった。原子燃料サイクル施

設からの影響は認められなかった。 

という結論を私共事務局案としてございます。 

 それでは、調査項目ごとにご説明いたします。 

 まず（１）の空間放射線の測定結果です。 

 隣のページ、７ページの図２－１にモニタリングステーションによる

空間放射線量率測定結果。 

 １枚めくっていただきまして、８ページの図２－２にモニタリングポ

ストによる空間放射線量率測定結果を示しています。 

 平常の変動幅を上回った測定値は、全て降雨等による影響と考えてご

ざいます。 

 次のページ、９ページの図２－３にモニタリングカーによる測定結果

を示してございます。これについては、過去の測定値の範囲内でござい

ました。 

 また１枚めくっていただきまして、１０ページの図２－４、ＲＰＬＤ

による積算線量測定結果については、全て平常の変動幅の範囲内でし

た。 

 なお、倉内については、測定期間終了後、今年の３月になりますけれ

ども、測定場所を移動してございます。 

 １１ページをお願いいたします。 



6 

 （２）環境試料中の放射能の測定結果についてとりまとめてございま

す。 

 表でご説明いたします。１枚めくっていただきまして、１２ページの

表２－１、大気浮遊じん中の全アルファ及び全ベータ放射能。下の真ん

中の表２－２、大気中の気体状ベータ放射能。下の表２－３、大気中の

ヨウ素１３１測定については、全て平常の変動幅の範囲内でした。 

 次のページ、１３ページには、ガンマ線放出核種分析のうち、セシウ

ム１３７の分析結果を載せてございます。セシウム１３７については、

全て平常の変動幅の範囲内でした。 

 その他の人工放射性核種は全てＮＤでございました。 

 １枚めくっていただきまして、１４ページの表２－５、トリチウム分

析結果については、全てＮＤであり、平常の変動幅の範囲内でした。 

 表２－６、下の表、炭素１４については、今期の分析対象外でござい

ます。 

 続きまして、１５ページの表２－７、ストロンチウム９０分析結果に

ついては、これは、１年間分を試料としている降下物がＮＤで平常の変

動幅を下回りましたが、過去の大気圏内核実験に起因するストロンチウ

ム９０の自然変動によるものと考えてございます。 

 １枚めくっていただきまして、１６ページ、表２－８、ヨウ素１２９

は、今期の分析対象外でございます。下の表２－９、プルトニウムは平

常の変動幅の範囲内でした。 

 次のページ、１７ページの表２－１０、アメリシウム２４１、表２－

１１、キュリウム２４４については、今期の分析対象外となってござい

ます。 

 表２－１２、ウランの分析結果については、平常の変動幅の範囲内で

ございました。 

 また１枚めくっていただきまして、環境試料中のフッ素について記載

してございます。 

 次ページ、１９ページに表で整理してございますが、表２－１３及び

表２－１４に示すとおり全てＮＤであり、平常の変動幅の範囲内でし

た。 

 以上が第４四半期の原子燃料サイクル施設に係る調査結果でござい

ます。 

 続きまして、８０ページほど飛んでいただきまして、９３ページをお

願いいたします。 

 東通原子力発電所に係る調査結果です。 

 １の調査概要、実施者は青森県原子力センター及び東北電力株式会社

です。 

 期間、内容、測定方法については、記載のとおりでございます。 

 １枚めくっていただきまして９４ページと９５ページには、空間放射
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線及び環境試料中の放射能の調査地点数と検体数をそれぞれ表にまと

めてございます。 

 １枚めくっていただきまして９６ページをお願いいたします。 

 調査結果といたしまして、平成２８年度第４四半期における環境放射

線の調査結果は、これまでと同じ水準であった。東通原子力発電所から

の影響は認めなれなかったという結論を事務局案としてございます。 

 それでは、調査項目ごとに説明をいたします。 

 まず（１）の空間放射線の測定結果です。 

 次のページ、９７ページの図２－１にモニタリングステーションによ

る空間放射線量率測定結果、次ページ、９８ページの図２－２にモニタ

リングポストによる空間放射線量率測定結果を示してございます。 

 平常の変動幅の上回った測定値は、全て降雨等による影響と考えてご

ざいます。 

 次のページ、９９ページには、モニタリングカーによる測定結果につ

いてお示ししております。 

 これについても、過去の測定値の範囲内でございました。 

 １ページめくっていただいて、１００ページの図２－４、ＲＰＬＤに

よる積算線量測定結果については、全て平常の変動幅の範囲内でした。

 次のページをお願いいたします。 

 （２）環境試料中の放射能の測定結果です。こちらも表でご説明いた

します。１枚めくっていただきまして、１０２ページ。 

 表２－１、大気浮遊じん中の全ベータ放射能測定結果については、平

常の変動幅の範囲内でした。 

 下の表、１０２ページの表２－２、大気中のヨウ素１３１の測定結果

については、これまでと同様、全てＮＤということでございました。 

 次のページ、１０３ページには、ガンマ線放出核種分析のうち、表２

－３にセシウム１３７の測定結果をお示ししております。これについて

は、全てＮＤでございました。 

 その他の人工放射性核種についても、全てＮＤでした。 

 １ページめくっていただきまして、１０４ページをお願いいたしま

す。 

 表２－４、ヨウ素１３１及び表２－５、トリチウム分析結果は、全て

ＮＤであり、平常の変動幅の範囲内でした。 

 次のページ、１０５ページの表２－６、ストロンチウム９０分析結果

は、平常の変動幅の範囲内でした。 

 下の表２－７、プルトニウムの分析結果についてはＮＤであり、平常

の変動幅の範囲内でした。 

 以上が東通原子力発電所に係る調査結果でございます。 

 次はリサイクル燃料備蓄センターに係る調査結果でございます。１５

９ページをお願いいたします。 
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 １５９ページ、リサイクル燃料備蓄センターに係る調査概要でござい

ます。 

 実施者は青森県原子力センター及びリサイクル燃料貯蔵株式会社で

す。 

 期間、内容、測定方法については、記載のとおりでございます。 

 １枚めくっていただきまして、１６０ページには、空間放射線及び環

境試料中の放射能の調査地点数と検体数を表にまとめてございます。 

 次ページ、１６１ページをお願いいたします。 

 調査結果です。 

 リサイクル燃料備蓄センターについては、現在、事前調査を実施して

いる状況ですけれども、調査結果といたしましては、平成２８年度第４

四半期における環境放射線の調査結果は、これまでと同じ水準であっ

た。という結論を事務局案としてございます。 

 それでは、調査項目ごとにご説明いたします。 

 次ページをお願いいたします。１６２ページ、空間放射線の測定結果

でございます。 

 図２－１、モニタリングポストによる空間放射線量率測定結果につい

て、平常の変動幅を上回った測定値は、全て降雨等によるものと考えて

います。 

 表２－２、ＲＰＬＤによる積算線量測定結果については、全て平常の

変動幅の範囲内でした。 

 環境試料中の放射能については、今四半期は分析対象となっているも

のはございません。 

 以上がリサイクル燃料備蓄センターに係る調査結果でございます。 

 続きまして５０ページほど飛びまして、２１３ページをお願いいたし

ます。 

ここからは、付を掲載しています。付－１については、原子力センタ

ー分析課の木村からご説明いたします。 

 

原子力センター 

木村分析課長 

 

それでは、資料の最終ページに付－１を掲載しておりますので、次の

ページをお開き願います。 

 平常の変動幅の設定について、でございます。 

 本文の４行目からお読みします。 

 これまで、東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所

事故の影響が考えられる測定値については、測定値の推移を考慮しなが

ら、平常の変動幅の設定について、その取扱いを検討してきたところで

す。 

 平成２８年度に平常の変動幅を上回った測定値のうち、福島第一原子

力発電所事故の影響が考えられる測定値は、表－１に示すヒラメのセシ

ウム１３７の測定結果でした。 
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 図１に推移を三角でプロットしておりますが、ヒラメのセシウム１３

７について、事故前は全てＮＤであり、推移の傾向を把握するには測定

値を蓄積し検討する必要があることから、これまでと同様、この測定値

を平常の変動幅の設定には用いないこととします。 

付－１のご説明は以上です。 

 

原子力センター 

竹ケ原所長 

 

それでは、引き続き平成２８年度報をご説明いたします。 

 資料３をご準備お願いいたします。 

 それでは、原子燃料サイクル施設の調査結果からご説明いたします。

 表紙から５枚ほどめくっていただきまして、３ページをお願いいたし

ます。 

 まず、調査概要を記載してございます。 

 続きまして、１枚めくっていただきまして、４ページ、５ページには

年間の調査内容を示してございます。 

 ６ページをお願いいたします。 

 調査結果でございます。 

 平成２８年度における環境放射線等の調査結果は、これまでと同じ水

準であった。原子燃料サイクル施設からの影響は認められなかった、と

いう結論を事務局案としてございます。 

 以下の調査項目ごとの結果につきましては、第１四半期から第４四半

期と同様ですので、説明を省略させていただきます。 

 それでは、また２０ページほどめくっていただきまして、２４ページ

をお願いいたします。 

 ２４ページ、３．線量の推定・評価です。 

 ここでは、平成２８年度１年間の施設起因の放射線及び放射性物質に

よる周辺住民等の線量の推定・評価結果を示してございます。 

 （１）の測定結果に基づく線量ですが、施設起因の線量の推定評価に

ついては、施設寄与が今年度は認められなかったので省略いたしまし

た。 

 （２）の放出源情報に基づく線量につきましては、平成２８年度１年

間の再処理工場からの放出実績を基に推定評価した結果を表３に示し

ています。 

 結果は、０．００１ミリシーベルト未満であり、法令に定める線量限

度を十分下回っていました。 

 ２５ページをお願いいたします。 

 今年度の総合評価ということになります。 

 （１）平成２８年度の環境放射線等調査結果につきましては、これま

でと同じ水準であった。原子燃料サイクル施設からの影響は認められな

かった。 

 （２）施設起因の線量の推定・評価の①測定結果に基づく線量につき
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ましては、平成２８年度の測定結果に基づき実施する、施設起因の線量

の推定評価については、施設寄与が認められなかったため省略した。 

 ②放出源情報に基づく線量につきましては、平成２８年度の原子燃料

サイクル施設における放射性気体廃棄物、放射性液体廃棄物及びフッ素

化合物の放出状況は、いずれも管理目標値を下回っていた。 

 再処理工場から放出された放射性物質に起因する実効線量として、平

成２８年度１年間の放出実績を基に推定・評価を行った結果は、 

０．００１ミリシーベルト未満であり、法令に定める周辺監視区域外の

線量限度である年間１ミリシーベルトを十分に下回っていた、とまとめ

てございます。 

 （３）平常の変動幅の設定です。 

 平成２８年度の測定結果については、私共が定めました原子燃料サイ

クル施設に係る環境放射線等モニタリング結果の評価方法に定めてい

る平常の変動幅の設定に用いることといたします。 

 ただし、ＲＰＬＤによる積算線量のうち、県実施分の老部川について

は、第２四半期の測定期間中に測定場所を移動し、また、倉内について

は、第４四半期の測定期間終了時に測定場所を移動したことから、それ

ぞれ新たにデータの蓄積を行い、１年以上経過した時点で、改めて平常

の変動幅を設定する、としています。 

 以上が原子燃料サイクル施設の結果でございます。 

 続きまして、東通原子力発電所についてでございます。 

 １００ページほどめくっていただいて、１３７ページをお願いいたし

ます。 

 調査概要につきましては、記載のとおりでございます。 

 次ページ、１３８及び１３９ページには、調査内容を表に示してござ

います。 

 １４０ページをお願いいたします。 

 調査結果でございます。 

 平成２８年度における環境放射線の調査結果は、概ねこれまでと同じ

水準であった。東通原子力発電所からの影響は認められなかった。 

 なお、海産食品中のガンマ線放出核種分析結果に、東京電力ホールデ

ィングス株式会社福島第一原子力発電所の事故の影響により、平常の変

動幅を上回った測定値があったが、住民等の健康と安全に影響を与える

レベルではない、という結論を事務局案としてございます。 

 以下の調査項目につきましては、これまでの四半期報と同様ですの

で、説明を省略させていただきます。 

 １５２ページをお願いいたします。 

 線量の推定・評価です。 

 （１）測定結果に基づく線量ですが、施設起因の線量の推定・評価に

ついては、施設寄与が認められなかったので省略いたしました。 
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 （２）放出源情報に基づく線量につきましては、平成２８年度におけ

る放出実績を基に推定・評価した結果を表３に示してございます。 

 結果は、０．００１ミリシーベルト未満であり、法令に定める線量限

度を十分に下回ってございました。 

 次ページ、１５３ページをお願いいたします。 

 東通原子力発電所のモニタリングに係る総合評価でございます。 

 （１）平成２８年度の環境放射線調査結果につきましては、概ねこれ

までと同じ水準であった。東通原子力発電所からの影響は認められなか

った。 

 なお、海産食品中のガンマ線放出核種分析結果に、東京電力ホールデ

ィングス株式会社福島第一原子力発電所の事故の影響により、平常の変

動幅を上回った測定値があったが、住民等の健康と安全に影響を与える

レベルではない。 

 （２）施設起因の線量の推定・評価の①測定結果に基づく線量につき

ましては、平成２８年度の測定結果に基づき実施する施設起因の線量の

推定・評価については、施設寄与が認められなかったので省略した。 

 ②放出源情報に基づく線量につきましては、平成２８年度の東通原子

力発電所における放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出状況

はいずれも管理目標値を下回っていた。東通原子力発電所から放出され

た放射性物質に起因する実効線量として、平成２８年度１年間の放出実

績を基に推定・評価を行った結果は、０．００１ミリシーベルト未満で

あり、法令に定める周辺監視区域外の線量限度、年間１ミリシーベルト

を十分に下回っていた、とまとめてございます。 

 （３）平常の変動幅の設定です。 

 平成２８年度の測定結果については、東通原子力発電所に係る環境放

射線モニタリング結果の評価方法に定めている平常の変動幅の設定に

用いる。ただし、環境試料中の放射能のうち、東京電力ホールディング

ス株式会社福島第一原子力発電所の事故の影響により、平常の変動幅を

上回った測定値については、更に測定値を蓄積し検討する必要があるた

め、平常の変動幅の設定には用いない、としています。 

 以上が東通原子力発電所の結果でございます。 

 続きまして、リサイクル燃料備蓄センターの１年間の結果についてで

ございます。 

 ２３７ページをお願いいたします。 

 調査概要につきましては、記載のとおりでございます。 

 １枚めくっていただきまして２３８ページには、調査内容を表に示し

てございます。 

 ２３９ページをお願いいたします。 

 調査結果につきましては、２行目からですが、平成２８年度における

環境放射線の調査結果は、これまでと同じ水準であった。という結論を
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事務局案としてございます。 

 以下の調査項目ごとの結果につきましては、これまでの四半期報と同

様ですので、説明を省略させていただきます。 

 ２４２ページをお願いいたします。 

 ３．総合評価です。 

 （１）平成２８年度の環境放射線調査結果につきましては、これまで

と同じ水準であった。 

 （２）平常の変動幅の設定につきましては、平成２８年度の測定結果

については、東通原子力発電所に係る環境放射線モニタリング結果の評

価方法を準用し、定めている平常の変動幅の設定に用いるとしてござい

ます。 

 以上が平成２８年度のリサイクル燃料備蓄センターの結果でござい

ます。 

 ２９５ページをお願いいたします。 

 ２９５ページからは、本報告書に掲載している付の一覧を示してござ

います。 

 このうち、付－１から付－２は、第２四半期報、第４四半期報に掲載

したものでございます。 

 最後に２９９ページをお願いいたします。 

 平成２７年度報の原子力施設環境放射線調査報告書の訂正について

記載しています。 

 今後とも、報告書の作成にあたっては、細心の注意を払って参ります。

 私からは以上でございます。 

 

日本原燃(株) 

佐々木環境管理センター長 

 

日本原燃の佐々木でございます。 

 原子燃料サイクル施設の操業状況につきましてご説明いたします。 

 資料の方は、資料２、平成２８年度第４四半期報の５５ページをお開

きください。 

 ５５ページの四角い囲いの中には、表中の記号のご説明をしておりま

す。 

 それでは、５６ページをお開きください。 

 まず、ウラン濃縮工場の操業状況でございます。 

 ＲＥ－２Ａにおいて１５０トンＳＷＵ／年のうち、初期導入分７５ト

ンＳＷＵ／年が生産運転を行っております。それ以外は運転停止中でご

ざいます。 

 ５７ページの上の表は、ウラン濃縮施設における放射性物質及びフッ

素化合物の放出状況です。 

 ウラン・フッ素化合物とも気体、液体とも検出されておりません。 

 また、下の表、その他施設研究開発棟につきましても、全て検出され

ておりません。 
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 次の５８ページからは、低レベル放射性廃棄物埋設センターの操業状

況でございます。 

 第４四半期合計での受入数量は０本、埋設数量も０本となっておりま

す。 

 その下の表、放射性物質の放出状況でございますが、気体、液体とも

放出に係るような作業は発生しておらず、放出実績はなしでした。 

 次の５９ページは、地下水中の放射性物質の濃度の測定結果です。 

 ７地点の地下水管理設備でトリチウム、コバルト６０、セシウム１３

７を測定しておりますが、いずれも検出されておりません。 

 次の６０ページは、高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターの操業状

況でございます。 

 第４四半期におけるガラス固化体の受入数量は０本であり、ガラス固

化体の管理数量は１０４本でございました。 

 その下の表、放射性物質の放出状況について、気体の放射性ルテニウ

ム、放射性セシウムとも検出されておりません。 

 ６１ページからは、再処理工場の操業状況でございます。 

 使用済み燃料の受入について、第４四半期は、ＰＷＲ燃料、ＢＷＲ燃

料ともに受入量は０体、再処理量についても０体でございました。 

 次の６２ページでございますが、第４四半期の製品の生産量としまし

て、ウラン、プルトニウム、混合酸化物の製品、約２㎏がございます。

こちらにつきましては、備考欄の３つ目のポツのところに記載しており

ますけども、この２㎏につきましては、貯蔵施設以外のところに仮置き

保管しておりましたが、長期間の仮置きの状態はよくないという指摘が

ありまして、それを貯蔵施設に収納しましたので、今回、生産量として

計上したものでございます。 

 次、下の表は、放射性物質の放出状況のうち、放射性液体廃棄物の放

出量です。 

 第４四半期は、トリチウム及びヨウ素１２９が検出されております。

 放出量は、表中の数字のとおりであり、これまでとほぼ同等のレベル

でした。 

 年度合計値を年間放出管理目標値と比べますと、トリチウムは約３７

万分の１、ヨウ素１２９は約５２００分１でございました。 

 次の６３ページは、放射性液体廃棄物の放出量でございます。 

 第４四半期では、トリチウムが検出されております。放出量は表中の

数字のとおりでございまして、これまでとほぼ同等のレベルでした。 

 年度合計値を年間放出管理目標値と比べますと、約１６０００分の１

でございました。 

 次、６５ページ以降は、参考資料としまして、モニタリングポストの

測定結果、放出量の測定結果、気象の測定結果の詳細を記載しておりま

すので、こちらの方は、後ほどご覧いただければと思います。 
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 また、資料３、平成２８年度報につきましては、８７ページからが原

子燃料サイクル施設の操業状況の記載になってございます。ページをめ

くっていただきまして９７ページの上の方の表をご覧ください。 

 こちら、第３四半期のウラン製品の製品量の約２トンにつきまして

は、第３四半期の報告の方では、特に注釈の方は記載してございません

でしたけども、第４四半期におけるＭＯＸ製品の同じ理由で仮置き保管

したものを貯蔵施設に収納したため計上したものでございますので、年

度報の方では、備考欄の一番下のポツのところに、今回、併せて記載さ

せていただくことにいたしました。 

 その他の部分につきましては、これまでご報告した四半期報をとりま

とめたものでございますので、後ほど、ご確認いただければと思います。

日本原燃からは以上でございます。 

 

東北電力(株) 

小笠原副所長 

続きまして、東北電力の小笠原でございます。 

 東通原子力発電所の運転状況についてご報告いたします。 

 資料２、１３３ページからが、東通原子力発電所の状況になります。

 １枚めくっていただきまして１３４ページをご覧ください。 

 こちらは、発電所の運転保守状況になりますけども、第４回定期検査

中でございまして、運転状況については、電気出力ゼロということにな

ってございます。 

 続きまして、次のページ、１３５ページをご覧ください。 

 こちらは、放射性物質の放出状況になります。 

 上段、①の方が気体廃棄物の状況です。 

 希ガス、ヨウ素とも第４四半期は検出されておりません。 

 トリチウムにつきましては、１．３×１０の１０乗ベクレルというこ

とで、これまでと同等のレベルの検出状況になっております。 

 年度合計値については、ご覧のとおりの数値となっております。 

 下段ですが、液体廃棄物の放出状況になります。トリチウムを除く全

放射能量及びトリチウムとも第４四半期については検出されておりま

せん。 

 年度合計値については、ご覧のとおりとなってございます。 

 続きまして１３６ページ以降につきましては、参考資料となりますの

で、後ほどご確認いただければと思います。 

 あと、資料の３、年度報告でございますが、東通原子力発電所につき

ましては、２０５ページからが東通原子力発電所の状況になりますが、

こちらにつきましては、これまでの四半期報告をとりまとめたものでご

ざいますので、後ほどご確認いただければというふうに思っています。

以上でございます。 
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大桃議長 

 

ただ今、ご報告をいただきました、あるいは説明をいただきました、

事務局及び事業者からの説明につきまして、ご質問等がございましたら

お願いいたします。 

 

池内委員 

 

資料２についてお聞かせください。 

 １５ページですが、ストロンチウム９０の分析結果、降下物年間の青

森県の結果が平常の変動幅の０．１から０．２６に対して、今回は 

０．０８、定量下限値以下であったということでございますが、年間で

ございますので、結構、供試量はあったのではないかと思うので、その

供試量と、ＮＤの実際に測られた値を教えてください。 

また、再測定をされておられたら、再測定の結果も教えていただけれ

ばと思います。 

 

原子力センター 

木村分析課長 

 

年間の供試量については、資料を持ち合わせていないのですが、測定

値については、０．０７±０．０２ベクレル／㎡でございます。定量下

限値が０．０８ですのでＮＤです。 

 再測定を行っておりまして、そちらについては０．０９±０．０２と

いうことで、こちらについては、２回目の測定については定量下限値を

超えていますけれども、誤差を考えますと、１回目の測定値と同程度で

あろうということで、初回測定値の０．０７を正としております。 

実際、この測定値はちょうど定量下限値付近でございまして、突然、

測定値が急激に下がったというわけではなく、ストロンチウム９０の半

減期によって、ゆっくりと減衰していっているものと考えてございま

す。 

 

池内委員 

 

今回、たまたまストロンチウム９０が低くなってきたところだという

ことでございますか。 

分かりました。どうもありがとうございました。 

 

大桃議長 

 

他にご質問ございませんでしょうか。 

藤原委員 

 

農研機構の藤原です。 

 原子燃料サイクル施設操業状況について質問させていただきたいと

思います。 

 ６１ページに再処理工場の操業状況、表にまとまっておりますが、再

処理量、四半期合計としましても、年度合計としましてもゼロというこ

とで、最近は運転されていないという状況であることは分かります。 

 一方で、６２ページで液体廃棄物、トリチウム、それからヨウ素１２

９については放出がある。過去に運転の実績があるので放出されるのは

分かりますが、四半期ごとを比べてみると、ヨウ素１２９の場合、１０
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の５乗、あるいは１０の６乗で、多少変動が認められます。また、トリ

チウムについても変動が認められます。 

 この変動の理由を教えていただければと思います。 

環境の放射能水準の場合ですと、上がったり下がったりというのは、

降雨ですとか積雪で説明されたりすることがありますが、管理されてい

る放出状況で、このように上がったり下がったりするというのは、どの

ような理由があるのでしょうか。 

 

日本原燃(株) 

佐々木環境管理センター長 

 

日本原燃の佐々木でございます。 

 まず、液体廃棄物、気体廃棄物の放出、現在の放出でございますが、

使用済燃料のせん断や溶解など、今、処理はしておりませんが、工場の

中にまだ廃液がございます。その廃液の管理などの形で、使用済燃料の

せん断や溶解をしていた頃に比べるとずっと低いレベルですが、廃液の

中にトリチウムやヨウ素が検出されてございます。 

 ちなみに、使用済燃料を処理した頃のレベルとしましては、例えば、

液体廃棄物のトリチウムでいいますと、現在の放出のレベルに比べて、

月のベクレル数で説明した方が同じ数字で比べられるので、四半期報で

申しますと、結果の放出量が６９ページなどに液体廃棄物の月間の放出

量等の記載がございますが、１０の９乗程度が月間のベクレル数でござ

います。使用済燃料のせん断、溶解をしていた時には、１２乗、１３乗

といった、そういうオーダーで放出されていたものの、今としては、大

分レベルが低くなって、残っているものから蒸発しているものが放出さ

れています。 

ヨウ素につきましても、液体の方でいいますと、現在は５乗ベクレル

オーダーのものが、アクティブ試験でせん断、溶解していた頃には７乗

程のレベルで放出されていますので、せん断、溶解していた頃に比べる

と、大分レベルは落ちていますが、廃液で残っているものが少しずつ放

出されているという状況でございます。 

 

藤原委員 

 

水準が非常に低く、安全上問題がないというのはよく分かりました。

あと、変動の理由というのは、再処理作業が行われていなくても、残

存する廃棄物等について、何らかの作業を行っていて、その排出状況が

変わる、という理解でよろしいでしょうか。 

 

日本原燃(株) 

佐々木環境管理センター長 

そうですね。 

放出量として、大きく変動するような操作というのは特にございませ

んが、日々の管理で、例えば、液体廃棄物であれば放出処理のバッチ数

であるとか、そういう日常的な管理の部分での変動が少しあると。特別、

放出量が増えるような作業などはないと聞いております。 
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藤原委員 

 

ありがとうございました。 

 

大桃議長 

 

よろしいですか。他にご質問ございませんでしょうか。よろしいでし

ょうか。 

 

原子力センター 

木村分析課長 

すみません、大桃議長。 

事務局から１点、資料の付－１について補足説明させていただいてよ

ろしいでしょうか。 

 

大桃議長 

 

はい、どうぞ。 

原子力センター 

木村分析課長 

資料２の最後のページ、先ほど私がご説明いたしました付－１、２１

５ページをお開きください。 

 この表１の中でヒラメのセシウム１３４が測定値ＮＤ、１３７が０．

６と記載してございます。 

 この１３４、ＮＤではございますけども、実際には検出限界を超えて

測定されております。そのようなこともあって、このヒラメの測定値に

ついては、東京電力ホールディングスの福島第一原子力発電所事故の影

響であろうと判断したところでございます。 

以上、参考までに補足させていただきます。 

 

大桃議長 ありがとうございました。 

 それでは、他にご質問並びにご意見などございませんでしょうか。 

 よろしいですか。 

 それでは、特にないようでございますので、調査結果について確認を

したいと思います。 

施設ごとにご説明はいただいたのですが、もう一度結果の部分につき

まして、この委員会としての確認をしたいので、まず、原子燃料サイク

ル施設について、事務局の方から調査結果について、お願いします。 

 

原子力センター 

竹ケ原所長 

はい、承知いたしました。 

 まず、原子燃料サイクル施設の調査結果について申し上げます。 

 第４四半期の結果でございます。 

 平成２８年度第４四半期の調査結果については、資料２の６ページに

記載のとおり、環境放射線等の調査結果は、これまでと同じ水準であっ

た、原子燃料サイクル施設からの影響は認められなかった、といたした

いと考えてございます。 

 続きまして、平成２８年度の結果でございますが、平成２８年度１年

間の総合評価としては、資料３の２５ページに記載してございますが、
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平成２８年度の環境放射線等調査結果は、これまでと同じ水準であっ

た。 

 原子燃料サイクル施設からの影響は認められなかった。 

 測定結果に基づき実施する施設起因の線量の推定・評価については、

施設寄与が認められなかったため省略した。 

 平成２８年度の原子燃料サイクル施設における放射性気体、液体廃棄

物及びフッ素化合物の放出状況は、管理目標値を下回っていた。 

 再処理工場から放出された放射性物質に起因する実効線量を平成２

８年度の放出実績を基に推定・評価した結果は、０．００１ミリシーベ

ルト未満であった。 

 平成２８年度の測定結果については、平常の変動幅の設定に用いる。

 ただし、ＲＰＬＤによる積算線量のうち、老部川及び倉内については、

それぞれ新たにデータの蓄積を行い、１年間以上のデータが蓄積された

時点で暫定的に平常の変動幅を設定する。 

以上でございます。 

 

大桃議長 

 

ただ今、事務局の方から説明していただきましたように、原子燃料サ

イクル施設について、本委員会として以上のように評価をしたというこ

とにしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

各委員 

 

異議なし。 

 

大桃議長 

 

ありがとうございます。 

 それでは、そのように評価したことといたします。 

引き続きまして、東通原子力発電所に係る調査結果についてでござい

ますが、もう一度まとめて事務局の方からお願いします。 

 

原子力センター 

竹ケ原所長 

はい、承知いたしました。 

 東通原子力発電所の調査結果について申し上げます。 

 まず、資料２の９６ページでございます。 

 平成２８年度第４四半期の測定結果については、資料２の９６ページ

に記載のとおり、環境放射線の調査結果は、これまでと同じ水準であっ

た。東通原子力発電所からの影響は認められなかった、が第４四半期の

結果でございます。 

 そして、平成２８年度１年間の総合評価でございますが、資料３の１

５３ページをお願いいたします。 

 平成２８年度の１年間の総合評価としては、１５３ページに記載して

ございますが、平成２８年度の環境放射線調査結果は、概ねこれまでと

同じ水準であった。 

 東通原子力発電所からの影響は認められなかった。 
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 測定結果に基づき実施する施設起因の線量の推定・評価については、

施設寄与が認められなかったので省略した。 

 平成２８年度の東通原子力発電所における放射性気体、液体廃棄物の

放出量は、いずれも管理目標値を下回っていた。 

 平成２８年度の測定結果については、平常の変動幅の設定に用いる。

 ただし、環境試料中の放射能調査のうち、東京電力ホールディングス

株式会社福島第一原子力発電所の事故の影響により、平常の変動幅を上

回った測定値については、さらに測定値を蓄積して検討する必要がある

ため、平常の変動幅の設定に用いない。 

以上でございます。 

 

大桃議長 

 

ありがとうございます。 

ただ今、東通原子力発電所の調査結果について、再度説明していただ

きましたけれども、本委員会において、以上のことを評価したというこ

とにしたいと存じますが、よろしいでしょうか。 

各委員 

 

異議なし。 

大桃議長 

 

ありがとうございます。 

 それでは、そのように評価したことといたします。 

次にリサイクル燃料備蓄センターに係る調査結果について、同じよう

に調査結果をもう一度まとめてご説明願いたいと思います。 

 

原子力センター 

竹ケ原所長 

はい、承知いたしました。 

 リサイクル燃料備蓄センターに係る調査結果について申し上げます。

 資料２の１６１ページに記載してございます。 

 平成２８年度第４四半期の調査結果について、環境放射線の調査結果

は、これまでと同じ水準であった。 

 平成２８年度については、資料３の２４２ページでございます。 

 平成２８年度１年間の総合評価としては、資料３の２４２ページに記

載のとおり、平成２８年度の環境放射線調査結果は、これまでと同じ水

準であった。 

 平成２８年度の測定結果については、平常の変動幅の設定に用いる。

以上でございます。 

 

大桃議長 

 

ありがとうございました。 

リサイクル燃料備蓄センターについての調査結果について、本委員会

において、今、説明していただきましたように評価した、ということに

させていただきたいと思いますが、よろしゅうございましょうか。 
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各委員 

 

異議なし。 

大桃議長 

 

ありがとうございます。 

 それでは、そのように評価したことといたします。 

次に温排水影響調査について、事務局から説明をお願いいたします。

 

水産総合研究所 

野呂所長 

 

水産総合研究所の野呂でございます。 

 それでは、平成２８年度第４四半期に実施しました温排水影響調査の

結果について、お手元の資料４、東通原子力発電所温排水影響調査結果

報告書（平成２８年度第４四半期報）に基づきご説明申し上げます。 

 なお、原子力発電所が運転停止中であり、温排水が出ていない状態で

の調査結果です。 

 まず１ページをお開きください。 

 １ページには、調査概要を記載しております。 

 調査期間は県が平成２９年３月１２日、東北電力が１月１日から３月

３１日までとなっております。 

 （３）の調査項目、２ページ以降の（４）調査位置、調査方法につき

ましては、前回までと同様です。 

 次に１０ページから１２ページに今回実施した調査結果の概要を記

載していますが、内容については、１３ページ以降の各調査項目に沿っ

てご説明いたします。 

 まず、青森県の調査結果です。 

 １３ページをご覧ください。 

 １４ページにかけて、水温の調査結果を記載しています。 

 １３ページの図２－１のとおり、表層水温は７．４℃から７．５℃の

範囲でした。 

 また、１４ページの図２－２に１０ｍ以浅及び全層の鉛直分布を示し

ました。 

 表層を含む全体の水温は７．４℃から８．４℃の範囲でした。 

 １５ページ及び１６ページに塩分の調査結果を記載しています。 

 １５ページの図２－３のとおり、表層の塩分は全点で３４．０でした。

 また、１６ページの図２－４に１０ｍ以浅及び全層の鉛直分布を示し

ました。 

 表層を含む全体の塩分は３３．９から３４．０の範囲にありました。

 次に、東北電力の調査結果です。 

 １７ページに取放水温度の調査結果を記載しています。 

 取水口の温度は６．２℃から９．２℃であり、放水口の温度は６．５℃

から９．４℃の範囲でした。 

 １８ページ及び１９ページに水温の調査結果を記載しています。 
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 １８ページの図３－１のとおり、０．５ｍ層における水温は８．６℃

から９．２℃の範囲でした。 

 １９ページの図３－２に鉛直分布を示しました。全体の水温は８．

６℃から９．２℃の範囲でした。 

 また、調査前日から調査当日の流れは、北に向かう流れと南に向かう

流れが、交互に見られ、調査時は北流傾向を示していました。 

 ２０ページ及び２１ページに塩分の調査結果を記載しています。 

 ２０ページの図３－３のとおり、０．５ｍ層における塩分は３３．５

から３４．０の範囲でした。 

 ２１ページの図３－４に鉛直分布を示しました。全体の塩分は３３．

５から３４．０の範囲でした。 

 ２２ページに流況の調査結果を記載しています。 

 流向は汀線にほぼ並行な流れで、北から北北東に向かう流れ、及び南

から南南西に向かう流れが卓越していました。 

 流速は１秒当たり３０㎝までが大部分を占めておりました。 

 ２３ページ及び２４ページに水質及び底質の調査結果を記載してい

ます。 

 各項目の調査結果は、表３－２及び表３－３に記載のとおりで、概ね

これまでの調査結果と同様の範囲となっています。 

 ２５ページに卵、稚仔の調査結果を記載しています。 

 卵はスケトウダラなど６種類が出現し、平均個数は１，０００㎥当た

り１３個でした。 

 稚仔はムラソイなど７種類が出現し、平均個体数は１，０００㎥当た

り２個体でした。 

 ２６ページにプランクトンの調査結果を記載しております。 

 動物プランクトンは節足動物を中心に４７種類が出現し、平均個体数

は１㎥当たり５，８７２個体でした。 

 植物プランクトンは黄色植物を中心に５５種類が出現し、平均細胞数

は１リットル当たり２８，６３０細胞でした。 

 ２７ページに海藻草類と底生生物の調査結果を記載しています。 

 海藻草類は、サビ亜科など５９種類が出現していました。 

 底生生物は、キタムラサキウニなど８種類が出現し、平均個体数は１

㎡当たり３個体でした。 

 生物の結果についても、概ねこれまでの調査結果と同様の傾向となっ

ていました。 

 ２８ページ以降は、資料編となっていますので、参考にしてください。

 続いて、お手元の資料の５、東通原子力発電所温排水影響調査結果報

告書（平成２８年度報）についてですが、こちらは各四半期の報告をと

りまとめたものですので、説明については省略させていただきます。 

以上で説明を終わります。 
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大桃議長 

 

ありがとうございました。 

 ただ今、東通原子力発電所温排水影響調査に係る平成２８年度第４四

半期及び平成２８年度の温排水影響調査結果についてご報告をいただ

きました。 

 どなたか、ご質問がございましたらよろしくお願いいたします。 

 

久松委員 環境研の久松と申します。 

 質問ではないのですが、図に少し凡例を充実させていただけるとあり

がたいです。 

 例えば、資料４の４ページ目の図ですと、各地点にナンバーが振って

ありますが、これが何を意味するものかの凡例がありません。 

それが同様に続いておりまして、例えば、サリニティなどを示してお

ります１３ページ目の図や、それ以降の図になりますと、上の方にステ

ーションナンバーが振ってあって、下の方が水温だと思いますが、これ

も、凡例がありません。なので、全般に一度見直していただいて、次回

から凡例をつけて、リーダビリティを高めていただければありがたいと

思います。 

水産総合研究所 

野呂所長 

 

分かりました。確かに、そのように不親切な図になっておりました。

全ての図について、もう一度見直して修正いたします。 

大桃議長 

 

よろしゅうございますか。 

 それでは、他にご質問、ご意見ございませんでしょうか。 

 それでは、特別ないようでございますので、今後とも大切な調査でご

ざいますので、引き続き実施していただきたいと思います。 

 次に報告事項に入ります。 

まず、環境放射線調査報告書の構成の見直しについて、事務局から報

告をお願いいたします。 

 

原子力センター 

木村分析課長 

それでは、資料６、環境放射線調査報告書の見直しについてご説明さ

せていただきます。 

 環境放射線調査報告書については、施設ごとに①調査結果、②測定結

果、③施設の操業状況の順に掲載しておりますが、評価委員会等におい

ては、①調査結果３施設分、②操業状況２施設分、まとめてご説明して

いるため、ご説明の流れと報告書の構成が合致していない状況にありま

す。 

 また、原子燃料サイクル施設に係る調査を開始してからおよそ３０年

が経過しつつありますが、それまでの間に対象施設の追加や参考資料の

追加などにより、ページ数が増加しているといった課題があります。 

 このため、評価委員会等でのご説明の順を考慮し、報告書の構成を見

直すとともに、会議での説明に用いない詳細な測定データ、要領等につ
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いては、ホームページ掲載や別冊とすることにより、会議資料の分量を

減らし、業務の合理化を図るものです。 

 報告書の構成案について、詳細はページをめくっていただきまして、

２ページ目と３ページ目に記載しておりますのでご覧ください。 

 ここでは、右側の３ページ目の年報の場合についてご説明させていた

だきます。 

 左側の欄に報告書の現状構成を示しております。 

 このうち、会議での説明に用いていない網掛け部分の県及び事業者の

測定結果、詳細な線量の推定・評価結果、敷地内放射線測定結果などに

ついては、データ集として別冊とし、またその下の黒字に白抜きの字で

記載しているモニタリング実施要領や評価方法などについては、県がこ

れまで策定してきた全ての環境放射線モニタリング計画にまとめまし

て、評価委員会のみでの席上資料とするものです。 

 右側の欄に新構成を示しております。報告書については、監視委員会、

評価委員会、双方に提出しますが、データ集については、評価委員のみ

提出。モニタリング計画については、評価委員会のみでの席上資料とし

ます。 

 この席上資料といいますのは、会議終了のたびに事務局が回収し、常

に最新版に差替えながら次回の会議にまた配付するといった使い方を

想定しております。 

 なお、データ集については、既に公開しているモニタリング計画と合

わせ、県のホームページで公開いたします。 

 この見直しによりまして、一番右側の欄にページ数を記載しておりま

すが、新たな報告書は、年報で１０２ページとなり、これまでに比べお

よそ３分の１の分量となります。 

 この新しい構成で次回の評価委員会から報告書を作成し、ご提出する

予定です。 

報告書の見直しについてのご説明は以上です。 

 

大桃議長 

 

ただ今の報告につきましては、評価委員会の審議事項ではございませ

んが、事務局としては、何かご意見があれば伺いたいということでござ

いますので、どうぞ。 

 

久松委員 全体の見直しをかけるということは、非常に結構なことだと思いま

す。 

 なかなか、正直申して、この報告書、こういう会議の席ですとご説明

を受けますので割と分かりやすいのですが、これを持ち帰っていざ見て

みようとすると、なかなか大変なものがございますので、こういうふう

に整理されるということは大変結構なことだと思います。 

 一方、１つだけお願いをしておきたいことがございます。それは、何
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がどこに書いてあるかが、必ずしも報告書の中に書いていないというこ

とです。 

 例えば、測定地点を調べようと思ったら、測定地点はここにあります

よ、という文章は、おそらく現状の報告書の中にはないと思います。 

 目次をよく見ると、地点という項目があって、「あっそうか、ここを

見ればいいのか」というのは分かるのですが、ちょっと不親切かなと。

 と申しますのは、私の経験からいいまして、会議が終わった後で「あ

れ、どうだったかな？」と思って見ようとすると、大変苦労します。 

ということがありますので、全体的に、例えば、この新規構成になっ

た時に、何がどこに示してありますというような文章が一番頭にきてい

ると、比較的分かりやすいかなとも思いますし、それから、おそらく報

告書の中には、細かいデータについては、データ集というものが出てい

るので、そちらを参考にしてほしい旨の文章がどこかに入っていないと

いけないと思います。かなり目立つところに、頭の方の目立つところに、

報告書の構成としては、これこれ、こういうことになっていて、細かい

データはここにあるし、更に知りたければ、こっちにもあります。とい

うようなことが分かりやすくしていただけると大変助かると思います

ので、よろしくご検討いただければ幸いでございます。 

 

原子力センター 

竹ケ原所長 

どうもありがとうございます。 

１冊だったものを分冊化することにより、さらに、どこから何を引け

ばいいのかということを丁寧に説明するという趣旨は全くそのとおり

だと思いますので、その辺は十分に配慮した上で報告書を作成したいと

考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

大桃議長 ありがとうございます。 

他にご意見ございますか。 

杉山委員 

 

報告書の見直し、分かりやすく、あるいは合理的にというのは、私も

大賛成で、是非この機会にやっていただければなと思います。 

 ただ、この資料６もどこかに残るのでしょうね、最終的には。その観

点で、この資料６の中身の表現についてちょっとコメントしたいのです

が。 

 この目的のところの１行目、①調査結果、②測定結果、③施設の状況、

こうなっていますよと。説明は２行目の調査結果３つ。２番目、施設の

操業という順で説明しています。 

 ②の測定結果というのは、これは、説明をしていないんですかね。何

を指しているのかよく分からないんです。 

 それでいて、後ろの方をまた読んでみますと、下から２行目ですね、

目的の下から２行目、説明に用いない詳細な測定データというのが出て
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きて、測定データと、先ほどの②の測定結果というのは、どんな関係に

なっているのかなと、非常に混乱するんですよね。 

 それから更に言えば、３行目、１行目から３行目で、報告書では①、

②、③だけども、説明は①、それから②の順でやっていると。報告書と

違いますねって。えっ、説明は報告書どおりにすればいいんじゃない

の？と単純に思えるわけですね。そうじゃなくて、分かりやすい説明と

か、そのためにこういう説明をされていると思うんですね。 

 私、今の説明は、これはこれでいいのかなと思いますので、むしろ書

き出しのところを評価委員会ではこういう順番で説明していると。一

方、報告書では、余計なものが途中に入っていて分かりにくいんですよ

とか。そんな順番にするとスッといくんですけど。 

 それから、２ポツの報告書構成案の（１）のイのところですが。この

資料にある測定データ、資料って何かなって分からないんですよね。こ

れは、従来の資料で用いていたうんぬんなんでしょう。ちょっとこの辺

も丁寧に表現した方が知らない人が後で読んだ時に分かりやすいと思

います。内容的には、私、大賛成ですので、ちょっと表現を工夫してい

ただければと思います。 

以上です。 

 

大桃議長 ありがとうございました。 

 今、お二人の方からご意見がございましたけど、事務局の方でも、当

然同じように分かりやすくということを心がけていろいろ見直してお

られると聞いております。 

 他に。恩田さん、よろしくお願いします。 

 

恩田委員 筑波大学の恩田ですが。 

 この報告書というのは、この委員会で審議するものであると同時に、

やっぱりそれよりもホームページ等で公開するということが趣旨かと

思うんですが。 

その中で気になるのが、調査方法というものを報告書から外すという

ことがございまして、ここでは席上配付ということになっているんです

けども。方法のないデータというのは、全く意味がございませんので、

このお持ち帰りとか、その資料にはなくても良いと思うんですが、ホー

ムページにアップされる報告書だとするとすれば、方法その他要領は付

けていただかないと、データとしての意味をなさないことになると思う

んですが、その辺はどういうふうに取り扱うんでしょうか。 

 

原子力センター 

木村分析課長 

ご指摘については、そのとおりでございまして、すみません、説明を

割愛させていただいたんですが、３ページの年報の構成、右側の新構成

のところをご覧ください。 
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 上から原子燃料サイクル施設、１、２、３、４、その下、東通原子力

発電所、リサイクル燃料備蓄センターとありまして、その次に資料とし

まして、地点数、検体数、地点図を３施設分まとめて、その次にモニタ

リング実施要領及び評価方法統合版というものを作成し報告書に添付

する予定です。 

こちらによりまして、モニタリングの方法等について最低限必要なも

のについては、資料に添付していこうということでございます。 

 

恩田委員 各施設ごとの方法として分けて書いてあったものをこちらでまとめ

て書くと、そういうことですね。分かりました。 

大桃議長 よろしゅうございますか。 

 他にご意見ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

 今、事務局の方、お分かりのようにご意見が出ました。このようなご

意見を踏まえた上で、特に監視委員会のことも踏まえまして、報告書の

変更については、要領よく、分かりやすく、そして丁寧に説明をしてい

ただきたいと思います。 

 それでは、よろしゅうございますか。 

 続いて参考資料の方に移らせていただきたいと思います。 

 これまでと同じように、次第に従いまして順にご説明をお願いし、な

お、質疑応答については、最後にとりまとめて行うということで進めさ

せていただきたいと思います。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは日本原燃の方からお願いします。 

 

日本原燃(株) 

津幡副社長 

 

日本原燃の津幡でございます。 

 原子燃料サイクル事業の現在の状況について、参考資料１に基づきま

してご説明させていただきます。 

 １番目のウラン濃縮事業でございます。（１）の運転状況につきまし

ては、記載のとおり、前回から変更はございません。 

 （２）のウラン濃縮工場補助建屋における火災の発生についてでござ

います。 

 これは管理区域外でございましたけれども、７月７日、１３時３７分

にウラン濃縮工場の補助建屋におきまして、ディーゼル発電機Ａ号機の

法令点検をして、その試運転を実施いたしました。その時に発電機、制

御盤から発火を確認いたしました。 

 公設消防が現場を確認した結果、１４時２分火災と判断されて、また、

同時刻に消えていると、鎮火の確認をされております。 

 これは、制御盤内にありますコンダクター、リレーの接点のものがあ

るわけですが、大きさとしては何㎝×何㎝くらいのものでございます。
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それが、火が出たといったところでございます。 

 これ、何故火が出たのかということにつきましては、現在、工場に持

ち帰りまして、その中の分解点検をして原因調査をしているといったと

ころでございます。 

 本事象による周辺環境への影響、また負傷者ということはございませ

ん。 

 ディーゼル発電機は非常用でございますので、もう１系統側のＢ号機

は正常に運転できることも確認してございます。 

 次、２の低レベル放射性廃棄物埋設事業についてでございます。 

 廃棄体受入状況につきましては、前回の合同会議、５月２２日以降の

受入の状況を記載してございます。 

 ２１日、２３日の間に、５月２１日から２３日の間に高浜原子力発電

所から１，５２０本、２号埋設用の廃棄体を受け入れているということ

でございます。 

 （２）廃棄物の受入、埋設実績でございますが、２９年度の埋設実績

は、２号埋設におきまして３，０１６本、埋設本数は３，０００本でご

ざいます。 

 （３）平成２９年度低レベル放射線廃棄物受入の延期についてでござ

います。 

 ６月に予定されておりました、下に書いてあります浜岡、玄海、志賀

それぞれの廃棄体につきまして、これの受入を延期してございます。理

由は、２号埋設クレーンの走行用レールの継ぎ目部にずれが確認され

た。いわゆる、レールが少し傾いているということが確認されました。

 この設備の、このレールの傾き、そういったものについての原因調査

を実施中でございます。これから補修をしていくということでございま

す。 

 当初、７月から９月の間は、この埋設センターの定期点検という予定

でございますので、７月以降の受入は、９月まで予定しておりませんの

で、この間に原因調査、補修をしていきたいといったところでございま

す。 

 ３番目、次のページでございます。 

 高レベル放射性廃棄物管理事業についてでございます。 

 固化体受入管理実績については、記載のとおり０本でございます。 

 （２）廃棄物管理施設ガラス固化体貯蔵建屋、下部プレナム等に係る

調査の報告についてということで、第１区域についての調査、それから

最終報告という、この２つについての報告をしたということでございま

す。 

 これは、規制委員会の指示文書が２０１５年９月に出ております。そ

の指示文書に基づきまして調査を実施して参りました。トータルで４つ

の貯蔵施設がありますが、最後、２、３、４は終了してございます。今
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回、最後に残った第１貯蔵区域の調査結果の報告、それから最終報告を

６月３０日に規制委員会にしたものでございます。 

 今回の報告の概要は、下記のとおりでございまして、第１貯蔵下部プ

レナム部の設備の変色部の原因。これにつきましては、他の第２、３、

４貯蔵区域と同様に大気浮遊じんに同伴された外部由来の酸化鉄が付

着したもの、いわゆる外部から持ち込まれて錆びたものと考えてござい

ます。 

 ガラス固化体貯蔵設備の安全機能に影響を及ぼす恐れはないという

ふうに考えております。 

 次に、全体として、最終報告の内容について、次のフレーズで書いて

あります。 

 今後は、各プレナムの中長期健全性を確認するため、各貯蔵区域の現

場調査完了から５年以内を目安に観察装置により、各貯蔵区域の観察を

行って参ります。 

 もし、この観察の結果、補修などの必要が生じた場合には、ガラス固

化体を移動して、適切な措置をして参ります。 

 そういうことで、これから５年以内は、この下部プレナムの状況を今

のところ、安全性、そういったところは問題ないと考えておりますが、

その状況について監視をしていきたいと思ってございます。 

 ４の再処理事業（１）、（２）、（３）の状況は、前回ご報告のとおり変

更はございません。 

 ５のＭＯＸ燃料加工事業につきましても、工事の進捗率につきまし

て、記載のとおり前回の報告と同じでございます。 

以上でございます。 

 

東北電力㈱ 

小笠原副所長 

 

続きまして、東北電力の小笠原でございます。 

 参考資料２をご覧ください。 

 東通原子力発電所の現在の状況について、ということでご報告させて

いただきます。 

 １ポツの運転状況でございますが、第４回定期検査中でございまし

て、２ポツのとおり、発電実績の方はございません。 

 ３ポツ、その他でございます。 

 原子炉施設保安規定の変更認可ということで、トピックを記載させて

いただきました。 

 黒マルポツの１つ目でございますが、保安規定の変更申請を原子力規

制委員会に行いまして、平成２９年、今年の６月３０日に認可をいただ

いております。 

 黒ポツ、２つ目、認可の内容でございます。 

 ヤバネの１つ目ですね。 

 当社、本店における組織整備に伴う変更ということでございまして、
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保安規定には、発電所の保安に関する組織図がございまして、それの本

店部のところを変更いたしました。 

 具体的には、土木建築部門を火力原子力本部という本部の下の内部組

織として変更してございます。 

 ヤバネの２つ目でございますが、これは、国の規則の改正に伴う変更

ということでございます。 

 具体的には、一番最後のフレーズに書いておりますが、経年劣化に関

する技術評価、あるいは長期保守管理方針の策定につきまして、運転期

間延長認可申請をする場合に、これを実施していくということについて

明記をしたということでございます。 

説明は以上でございます。 

 

リサイクル燃料貯蔵㈱ 

青木技術安全部長 

 

リサイクル燃料貯蔵の青木でございます。 

 参考資料３に基づきまして、リサイクル燃料備蓄センターの現在の状

況についてご説明差し上げます。 

 １ポツのところ、新規制基準の適合性審査の状況ですが、事業許可、

新規制基準のヒアリング審査は７月５日まで計１３７回、それから公開

の審査内容については計７回実施されております。 

 これは口頭での補足になりますけども、これは７月５日現在の数字で

すが、先週、７月２１日に津波の審査会合をやっておりますので、現時

点では８回ということでございます。 

 次のパラグラフですが、施設関係、昨年の６月まで新規制基準の適合

性確認をしておりまして、昨年９月、事業区間の一部補正をやっており

ます。 

 地震等の関係につきましては、昨年の６月から審査会合を分野ごとに

やっておりまして、昨年１２月、地質、地質構造、火山について、概ね

妥当ということになっております。 

 それから、地震・地震動については、今年２月に震源を特定して策定

する地震動、４月２８日に特定せず策定する地震動の審査会合が開催さ

れまして、概ね妥当ということになってございます。 

 これを踏まえまして、６月１６日に基準地震動の審査会合を開催して

おりまして、基準地震動の見直しを最大６００から６２０ガルにご説明

をしております。 

 その中で、審査の中では、模擬地震波の作成に関して継続審議という

ことでございまして、引き続き基準地震動の策定に向けて取り組んでい

るところでございます。 

 それから２ポツのところですけども、事業開始に向けて、現在、申請

中の保安規定に基づいて業務を機能的に実行できる組織に移行すると

いうことで、組織改正を７月１日に行っております。おめくりいただい

て、別紙のところに新組織図が上に、下にこれまでの組織図というもの
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の記載がございます。 

 主な特徴としては、このリサイクル備蓄センターの業務の統括責任者

として、リサイクル燃料備蓄センター長というものを設置してございま

す。 

 それから、今まで、下の方にありますけども、総務部、技術部という

ところで集約していた業務を上の方にございますとおり、防災安全部、

地域交流部、貯蔵保全部、許認可、キャスク、設計、製造部に分化して、

より機能的に仕事を進められるように変更してございます。 

 また、技術安全部の下に放射線管理、廃棄物管理を担当する環境放射

線管理グループを設置しているところでございます。 

 その他、貯蔵施設の保守とか、使用済燃料の施設の受入とかを円滑に

進めるために貯蔵保全部の下に保全グループ、貯蔵グループを設置し、

より機能的に仕事を進めていきたいというところでございます。 

私の説明は以上でございます。 

 

大桃議長 

 

ありがとうございました。 

ただ今の報告につきまして、ご質問等がございましたらお願いいたし

ます。 

 

林委員 原子力機構の林です。 

 原子燃料サイクルの方のウラン事業のところの火災の件でお伺いし

たいところがあるんですが。ディーゼル発電機のＡ号機は、現状、どう

いう状況にあって、使える状況にあるのかというところと、使えない状

況にあるとすれば、これに対する制約といいますか、工場自体の制約は

どういうふうにかかっているのか。その点について教えていただければ

と思います。 

 

日本原燃(株) 

津幡副社長 

 

非常用ディーゼル発電機は、２系統ございますので、１系統は、点検

がありますので、点検中については、待機側が生きているということが

要求されてございます。 

そういう意味で、今回の状況につきましては、点検中になりますので、

Ｂ号機が今、健全な状態を確認して待機状態にあるということになりま

す。Ａ号機は、そういう意味では、点検中を継続しています。 

 

林委員 Ａ号機自体は点検が継続という状況であると。 

通常というか、工場が操業している時は、当然、ＡもＢも生きた状態

というか、使える状態にあるけど、今は点検状態を継続しているという

位置付けになっているんですね。 

わかりました。 

もう１点ですけども、ガラス固化の件ですが。下部プレナム部のサビ
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の件なんですが。 

外からの付着物ということで、プレナムそのものには、サビは発生し

ていないというのが結果であったということでしょうか。 

 

日本原燃(株) 

津幡副社長 

 

はい、サビの状況を調べますと、外部由来のものが、マグネシウムだ

とか、塩素が見つかっておりますので、これは、母材そのものにない物

質ですので、外部からきたんだろうと思っています。 

 ただ、そのサビにつきましては、母材から溶出していることも考えら

れるだろうということで、この母材、加速試験も少しやってみますけど

も、１０年くらいを考えての加速試験をやってみましたけども、出てき

ておりません。 

 そういう意味で、ただ、念のためにやはりこの状況が我々の想定どお

りかどうかというのをウォッチしていこうということで、監視をしてい

くというところでございます。 

 また、これから廃棄物が、そもそも何故そういうサビが出てくるかと

いうことにつきましては、結露であろうと思っております。 

 高レベル放射性廃棄物が、これからまた増えて参りますので、そうす

ると温められるということになりますので、結露も段々少なくなってい

くのかなというふうに思ってございます。 

あくまでも監視をしていくという、そういうことでございます。 

 

林委員 理解としては、付着物はあったけども、母材そのものへの影響という

のは極めて低いだろうということだということですね。 

日本原燃(株) 

津幡副社長 

 

そういう意味では、母材の大事な安全性に係わるようなところの母材

まで肉厚が減っているとか、そういうことはございません。 

林委員 分かりました。 

ありがとうございました。 

日本原燃(株) 

津幡副社長 

 

肉がちょっと減ったといったところで、実質的な、位置決め部材とい

ったところ、下部プレナムの一番下のところにある母材については、少

し、浸食が見つかりましたけども、それは、実際なくても耐震上問題な

いということを確認してあると、そういうことでございます。 

 

林委員 分かりました。 

 一部の部材というか、それ自体にはサビは発生しているけど、全体と

して影響はないと。また、それは観察して見ていくと、そういう理解で

いいですか。 

分かりました。 
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大桃議長 

 

他にご意見、ご質問ございませんでしょうか。 

 よろしゅうございますか。 

 あるいは、全体を通じて何か言い残されたことや、ご意見がございま

したら。よろしいでしょうか。 

 それでは、これをもちまして本日の会議を終了させていただきたいと

思います。 

 委員の皆様のご協力に対しまして感謝いたします。 

ありがとうございました。 

 

司  会 

 

以上をもちまして、平成２９年度第２回青森県原子力施設環境放射線

等監視評価会議評価委員会を閉会いたします。 

 なお、大桃委員、床次委員、山澤委員、藤井委員には、きたる９月５

日、青森市で開催を予定しております、平成２９年度第２回監視委員会

に御出席いただくこととしておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

本日は誠にありがとうございました。 

 

 


